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別紙 

むつ市奨学金債権回収業務委託仕様書 

 

１ 本業務の目的  

むつ市奨学金債権回収業務委託（以下「本業務」という。）は、むつ市奨学金における奨

学金返還の長期間滞納者への債権回収の強化に向け、未収債権の回収業務について、専門的

な知識及び豊富な経験を有する民間事業者に委託することにより、未収債権に係る滞納整

理の取組を強化、更なる債権管理の適正化や未収債権の縮減を図ることを目的とする。 

 

２ 業務に関する事項  

（１）委託債権 

・奨学金貸付金 

５名 ２，４２７，０００円 

 ※令和８年６月時点。契約締結までに人数、金額の増減があり得る。 

業務期間中に委託の一部中止又は記載のない債権を委託する場合は双方協議して、決

定するものとする。 

 

（２）業務の内容  

① 未収債権の収納 

  未納者等からの収納金を本市へ納入すること。 

② 自主納付の勧奨、請求・催告等 

未納者等に対し、電話、文書、訪問など民間事業者の創意工夫により、未納の事実

を伝え、自主納付の勧奨業務を行ったり、請求・催告業務等を行うこと。 

また、委託者から収納事務を受託し、その権限があることを示すこと。 

未納者等から納付方法について相談があった場合は、相談内容を委託者へ報告し、

その回答を未納者へ伝達すること。  

③ 居所不明者に係る住所等の調査 

   居所不明となっている未納者等について住所等の調査をすること。 

④ 報告書の作成 

ア 定期報告  

月末時点における未納者毎の状況を翌月10日（当該日が土・日曜日又は祝日の

場合は、これらの日を除く前日）までに委託者へ報告すること。  

イ 適時報告  

未納者等とのトラブル・苦情等の発生した場合は、速やかに委託者に報告するこ

と。  
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  ⑤ 収納業務   

本業務専用の収納口座を開設し、収納業務を行うこと。なお、未納者等から未収

金を収納した場合には、領収証を発行すること。また収納した債権については本市

への報告及び納入まで安全に保管し、本市が指定する期日までに金融機関口座に

払い込むこと。 

 

３ 受託者に提供する情報 

  受託者には、委託業務を実施するため、受託する未収金に関する次に揚げる情報を提供

する。 

（１）未納者の基本情報 

氏名、生年月日、郵便番号・住所（行方不明の場合は行方不明前のもの）、電話番号（判

明している場合）、請求額合計（当初請求金額、既払い金額、現在請求金額） 

（２）保証人等がある場合は保証人等の基本情報 

   氏名、生年月日、郵便番号・住所（行方不明の場合は行方不明前のもの）、電話番号

（判明している場合）、未納者との関係（判明している場合） 

（３）むつ市で督促実施過程等の中で判明した特に受託者に提供すべきであると認める情   

報 

 

４ 委託料について 

  本業務により民間事業者に業務委託した債権のうち、入金された額に成功報酬の割合

（手数料率）を乗じた額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払うものとす

る。ただし、受託者の口座に一旦入金することとした場合には、入金された額を全額本市

の口座に入金することとする。 

また、成功報酬の割合（手数料率）には、提案した業務に必要な設備、人材、機材等を

準備するための費用及び付随する事務費その他一切の諸経費を含んだものとする。 

委託料の支払は、月末時点での入金状況に基づく請求により当該入金した月の翌月に

支払うものとする。 

なお、委託料に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

５ 守秘義務  

   業務を通じて取得した個人情報については、仕様書別記１「個人情報の保護に関 

する事項」を遵守し、その取扱いに十分留意し、保護を図るために必要な措置を講じる

こと。業務上知り得た内容を第三者に漏らし、又は委託業務以外に使用してはならない。

契約期間が終了した後も同様とする。  

 なお、正当な理由のない個人情報の漏えい等については、「個人情報の保護に関する

法律（平成 15年法律第 57 号。以下「法律」という。）に基づく罰則が適用される場合
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がある。 

一般社団法人 日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得し

ているか又はそれに準じる対策が講じられていること。  

 

６ 法令及び契約に基づき受託者が講ずべき措置  

（１）禁止事項  

受託者において本業務に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。  

① 人を脅迫し又その私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者

を困惑させてはならない。 

② 偽りその他不正の手段を用いる行為をしてはならない。  

③ 未納者以外の者に対して、未収金の支払を勧奨又は請求する行為をしてはならな

い。  

④ 貸金業者等からの金銭の借り入れ等による資金調達を要求する行為をしてはなら

ない。  

⑤ 本業務以外の業務に使用するために未納者等の個人情報を収集又は使用する行為

をしてはならない。  

⑥ 本業務の内容を構成しない商品その他サービスの利用を勧誘し、又は金品若しく

は役務の提供を要求してはならない。  

⑦ 未納者等から金品、手数料若しくは報酬を徴収、又は未納者等に対して金品等を与

えることをしてはならない。  

⑧ 未納者等に対して、本業務以外の他の事業活動を行ってはならない。  

（２）記録の保存及び提出  

受託者は、未納者ごとの入金状況及び実施状況を記録し、委託契約終了後7日以内に

全ての記録及びデータをむつ市に提出しなければならない。  

（３）権利の譲渡等  

① 受託者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡しては

ならない。  

② 受託者は、本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するとき

は、その責任において必要な措置を講じなければならない。 

 

７ 特記事項  

（１）委託料（成功報酬の割合）については業務に関する経費をすべて含んだものとする。 

（２）報告書の提出、入金の案内、請求書等については委託者に行うこと。 

（３）契約締結に係る費用はすべて受託者の負担とする。 

（４）本仕様書に定めのないものについては、その都度、委託者と協議して処理すること。 
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仕様書別記１ 
 

個人情報の保護に関する事項 

 

  

第１ 基本事項 

受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。）の

保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することの

ないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

  

第２ 適正管理 

受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 受託者は、個人情報が記録された資料等その他の媒体は、施錠可能な金庫に保管するな

ど、適切に保管しなければならない。 

 

第３ 秘密の保持 

受託者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この契約が、満了し、又は契約を解除された後においても同様とする。 

 

第４ 収集の制限 

受託者は、業務のために個人情報を収集しようとするときは、業務の遂行に必要な

範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。 

 

第５ 利用及び提供の禁止 

受託者は、委託者が書面により承諾した場合を除き、業務に関して知り得た個人情

報をこの契約の目的以外のために使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

第６ 確実な運搬 

受託者は、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、確実な方法により運搬

しなければならない。 

 

第７ 従事者への周知 

受託者は、業務に従事している者又は従事していた者に対し、業務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど

個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 
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第８ 複写及び複製の禁止 

受託者は、業務を処理するため、委託者から委託された個人情報が記録された資料

等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

第９ 再委託の禁止 

受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報を取り扱う業務を第三者に委

託してはならない。委託者の承諾を得て個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託す

る場合、受託者は第三者に対し、受託者が負うのと同等の義務を課さなければならな

い。 

 

第１０ 返却又は廃棄 

受託者は、業務に関して知り得た個人情報について、債権管理回収業に関する特別

措置法施行規則第１５条第２項に規定する保存期間の満了後、確実かつ速やかに委託

者に返却し、又は受託者の責任において廃棄しなければならない。 

 

第１１ 危機管理状況の確認 

委託者は、受託者が業務の実施において取り扱う個人情報の管理状況について、必

要な事項の報告又は資料の提出を求め、若しくは随時実地に調査することができる。 

 

第１２ 事項報告 

受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、速や

かに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 

 

 


